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労働時間に関する説明会

令和６年

留萌労働基準監督署



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

はじめに

令和６年４月１日以降、
自動車運転者に対する労働時間に関する法規制
が新たに適用になっています。

新たに適用される主な法規制は、

時間外労働の上限規制
改正改善基準告示

となっている。



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について

時間外労働の上限規制とは、
時間外労働の上限について月４５時間、年３６０時間を
原則とし、臨時的な特別な事情がある場合（いわゆる特別
条項）にも上限を設定するもの

実は令和２年３月３１日以前・・・・
適用猶予業種となっている事業等及び特別条項

を設定する場合には、法的な時間外労働の上限が
なかった。
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時間外労働の上限規制に関する適用の経緯

平成３１年４月１日
大企業に対して施行（適用猶予業種を除く）

令和２年４月１日
中小企業に対して施行（適用猶予業種を除く）

令和６年４月１日
すべての企業に対して施行（一部の事業、業務に例外あり）

時間外労働の上限規制について
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自動車運転の業務に対する上限規制

時間外労働の上限規制について

原則 ：１か月４５（４２）時間、１年３６０（３２０）時間
特別条項：１年９６０時間

一般業種に対する上限規制

原則：１か月４５（４２）時間、１年３６０（３２０）時間
特別条項：１年７２０時間、

月４５時間を超過可能な回数は６回まで
時間外労働と休日労働の合計：

１か月１００時間未満
複数月の平均が１か月８０時間以下

※（）内は１年単位の変形労働時間制を採用している場合

※（）内は１年単位の変形労働時間制を採用している場合



厚生労働省
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時間外労働の上限規制について

時間外労働・休日労働に関する協定届について

１日８時間、週４０時間を超過して労働させる場合は、所轄労働基準監督署
に、時間外労働・休日労働に関する協定届（通称、３６協定）を届け出る必要
がある。

労働者の代表と、労使協定を締結する。
↓

労使協定の内容を３６協定に記載する。
↓

３６協定を所轄労働基準監督署に提出する。
↓

３６協定を労働者の見やすい位置に掲示するなどして周知する。
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時間外労働の上限規制について

時間外労働・休日労働に関する協定届について
自動車運転の業務を行う事業場が使用する３６協定は大きく分けて以下の通り
（例外あり）

特別条項 限度基準

様式９号 なし 通常：１か月４５時間、年間３６０時間
時間外労働休日労働の合計：１か月１００時間未満、複数月平均８０時間以下

様式９号
の２

あり 通常：１か月４５時間、年間３６０時間、
特別条項：月４５時間超６回、年７２０時間
時間外労働休日労働の合計：１か月１００時間未満、複数月平均８０時間以下

様式９号
の３の４

なし 共通
通常：１か月４５時間、年間３６０時間
自動車運転の業務以外
時間外労働休日労働の合計：１か月１００時間未満、複数月平均８０時間以下

様式９号
の３の５

あり 共通
通常：１か月４５時間、年間３６０時間
自動車運転の業務従事者
特別条項：年９６０時間
自動車運転の業務以外
特別条項：月４５時間超６回、年７２０時間
時間外労働休日労働の合計：１か月１００時間未満、複数月平均８０時間以下
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時間外労働の上限規制について

時間外労働・休日労働に関する協定届の記載に伴う注意事項

（１）厚生労働省が提示している令和６年４月１日以降の３６協
定の様式を使用すること。
→ 令和６年３月３１日以前の様式では、必要記載事項が満
たせない

（２）（任意）となっている項目以外は全て記載すること。

（３）チェックボックスは必ずチェックを入れること。
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時間外労働の上限規制について

時間外労働・休日労働に関する協定届の記載に伴う注意事項

必要記載事項の記載漏れ、法令違反（限度時間超等）
の記載等がある場合、監督署では受理できないことが
あります。

（４）記載内容が法令の基準の範囲内であること。

（５）各項目で「別紙のとおり」等記載している場合、当該別紙が必要記載事項、
法令の基準等を満たすこと。
※別紙で労使協定書を添付する場合が多く見られるが、労使協定書が従来の
書式であり、上限規制や３６協定の新様式に適用していない事例も認められる。



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について

様式９号の３の４
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時間外労働の上限規制について

自動車運転の業務を行う事業向け（様式９号の３の４）について例示。

労働保険番号と法人番号は
確実に記載してください

（任意）以外の欄は、一か月４５
時間以内、１年３６０時間以内の
範囲内で記載してください。

労働組合の場合はその名称

労働者代表の職名、氏名、選出
方法を記載してください。

チェックボック
スにチェックし
てください

起算日を記載
してください



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について

様式９号の３の５
１枚目
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The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について

自動車運転の業務を行う事業向け（様式９号の３の５ ２枚目）について例示。
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The Ministry of Health, Labour and Welfare

時間外労働の上限規制について

自動車運転の業務を行う事業向け（様式９号の３の５ １枚目）について例示。

労働保険番号と法人番号は
確実に記載してください

（任意）以外の欄は、一か月４５
時間以内、１年３６０時間以内の
範囲内で記載してください。

チェックボック
スにチェックし
てください

起算日を記載
してください
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時間外労働の上限規制について

起算日を記載
してください①は１か月１００時間未満、回数６回以内

、１年７２０時間で記載する必要がある。

②は自動車運転業務従事者であるため、
年９６０時間のみ。

労働組合の場合はその名称

労働者代表の職名、氏名、選出
方法を記載してください。

チェックボック
スにチェックし
てください

自動車運転の業務を行う事業向け（様式９号の３の５ １枚目）について例示。
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改善基準告示について
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The Ministry of Health, Labour and Welfare

改善基準告示改正について

改善基準告示とは

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、ト

ラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図る

ため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法で

は規制が難しい拘束時間（始業から終業までの時間（休憩時間を含む））、休

息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を、平成元年に

大臣告示として制定された。
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改善基準告示改正について

改善基準告示に係る用語の確認

〇「拘束時間」：
労働時間と休憩時間の合計時間。すなわち、始業時刻から終
業時刻までの使用者に拘束される全ての時間

〇「休息期間」：
勤務と勤務との間にある、使用者の拘束を受けない期間
休憩時間や仮眠時間とは性質が異なるもの

〇「休日」：
自動車運転業務従事者は休息期間＋２４時間の連続した時間
一般労働者は午前０時から２４時間（０時から２４時まで）
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改善基準告示改正について

改善基準告示（令和６年４月１日適用）に関するＱ＆Ａより
一部抜粋

Ｑ 例えば、出勤予定の自動車運転者Ａが欠勤し、運行管理者Ｂが代わりに運転をす
る場合、運行管理者Ｂに改善基準告示は適用されますか。

Ａ 改善基準告示の対象者は、法第９条に規定する労働者であって、四輪以上の自動
車の運転の業務に主として従事する者をいいます。
「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、個別の事案の実態に応じて判
断することとなりますが、実態として、物品又は人を運搬するために自動車を運転する
時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総
労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転の業務に主とし
て従事する」者に該当します。したがって、自動車運転者Ａの欠勤のため、運行管理者
Ｂが代わりに運転をする場合であって、Ｂが当該業務に従事する時間が年間総労働時
間の半分を超えることが見込まれないときは、Ｂは「自動車の運転の業務に主として従
事する」者には該当しません
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇１年、１か月の拘束時間
１年：３３００時間以内、１か月２８４時間以内

ただし、労使協定により、１年のうち６か月までは
１年３４００時間以内、１か月３１０時間以内
１か月２８４時間超えの月は連続３か月まで
１か月の時間外休日労働の合計が１００時間未満

となるように努める。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇１日の拘束時間
１日１３時間以内（延長する場合でも１５時間以内）

ただし、
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、１週について
２回に限り１日の拘束時間を１６時間まで延長可能。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇１日の休息時間
勤務終了後、継続１１時間以上与えることを基本として、
９時間を下回らない。

ただし、
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、１週について２回
に限り継続８時間以上でも可能。
なお、休息期間のいずれかが継続９時間を下回る場合、
一の運行終了後継続１２時間以上の休息期間を与えるこ
と。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇２日平均１日の運転時間（従来と変更なし）
２日を平均した１日あたりの運転時は９時間以内。

◇２週平均１週の運転時間（従来と変更なし）
２週を平均した１週あたりの運転時は４４時間以内。
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◇連続運転時間
連続運転時間は４時間以内
運転の中断時は原則、休憩を与えること。
運転の中断は３０分以上必要であるが、分割可能で、
１回おおむね連続１０分以上、合計３０分以上で、１回１０分未
満の運転の中断は３回以上連続できない。

ただし、
サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できない
ことにより、やむを得ず連続 運転時間が４時間を超える場合に
は、３０分まで延長可能。

改正改善基準告示

改善基準告示改正について
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The Ministry of Health, Labour and Welfare

改善基準告示改正について

改善基準告示（令和６年４月１日適用）に関するＱ＆Ａより
一部抜粋

Ｑ 連続運転時間には、次の場合も、カウントするのでしょうか。
①渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合
②サービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を
繰り返し、少しずつ前に進む場合

Ａ 連続運転時間とは、バス運転手が連続して運転している時間
であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運
転時間となります。したがって、例えば設問の①②の場合におけ
る停車時間は、あくまで走行中に一時的に停車している状態に過
ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運
転時間となります。
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◇予期し得ない事象への対応時間の取り扱い
トラック運転者が、事故、故障、災害等、通常予期し得ない事

象に遭遇し、運行が遅延した場合、

１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間から、

予期しえない事象への対応時間を除外可能。

この取り扱いをした場合、通常通りの休息期間を与えること。

※１か月の拘束時間からは除外できないため、適切な時間管

理等が必要となる

改正改善基準告示

改善基準告示改正について
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◇予期し得ない事象への対応時間の取り扱い
予期し得ない事象への対応時間とはいかにより生じた運行遅延

（１） 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合

（２） 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合

（３） 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が

渋滞した場合

（４） 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難と

なった場合

※単純な道路渋滞等は該当しない。

※予期しえない事象を特定できる客観的な記録が必要であり、運転日

報等の運行記録のみでは認められない。

改正改善基準告示

改善基準告示改正について
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇特例
（１）分割休息
業務の都合上、勤務終了後継続９時間以上(宿泊を伴う長距離

輸送の場合は継続８時間以上）の休息期間を与えることが困難な
場合、１か月程度を限度とした一定期間において、全勤務回数の
１／２を限度に、分割して与えることが可能。
この場合、分割された休息は１回当たり継続３時間以上、最大３
分割までとすること
２分割の場合は合計１０時間以上、３分割の場合は合計１２時間
以上の休息期間を与えること。
３分割する日が連続しないように努めること。
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The Ministry of Health, Labour and Welfare

改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇特例
（２）２人乗務
トラック１台に対して、２人以上の運転手が乗務し、車両内に運
転手の専用の座席として、身体を伸ばして休息できる設備がある
場合、拘束時間を２０時間まで延長し、休息期間を４時間まで短縮
可能。
さらに、
長さ１９８ｃｍ以上且つ幅８０ｃｍ以上の連続した平面であり、クッ
ション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和される車両内
ベッドを設け、勤務終了後継続１１時間以上の休息期間を与える
場合、拘束時間を２４時間まで延長可能、
また、８時間以上の仮眠を時間を与える場合、拘束時間を２８時
間まで延長可能。
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改善基準告示改正について

改善基準告示（令和６年４月１日適用）に関するＱ＆Ａより
一部抜粋
Ｑ ２人乗務特例について
①運転者が運転している間、もう一人が座席や車両内ベッドで仮眠することは認めら
れるのでしょうか。
②その場合、仮眠している時間は休息期間として認められるのでしょうか。

Ａ ①走行中の座席や車両内ベッドの利用にあたっては、関係法令の趣旨を踏まえ、安
全な乗車を確保できるようにする必要があります。特に、トラックの２人乗務特例におい
て拘束時間を一定の要件の下２４時間まで延長できるとしたのは馬匹輸送（競走馬輸
送）におけるトラックの運行実態等を踏まえたものです。したがって、当該車両内ベッド
において、安全な乗車を確保できない場合には、２人乗務において使用することは当然
に認められません。
②休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間を言います。勤務と次の勤務の間

にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間
を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時
間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するものです。したがっ
て、仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要がありま
す。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇特例
（３）隔日勤務
業務の都合上やむを得ない場合、２暦日の拘束時間が２１時間

を超えず、かつ、勤務終了後継続２０時間以上の休息期間をあた
る場合に限り隔日に従事させることが可能。

ただし、
事業場内仮眠施設又は同種の施設において、夜間に４時間以
上の仮眠を与える場合には、２週について３回を限度に２暦日の
拘束時間を２４時間まで延長可能。
２週における総拘束時間を１２６時間を超えないこと。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇特例
（４）フェリー
勤務の途中にフェリーに乗船する場合、乗船している時間は休
息期間として取り扱い、本来与えるべき休息期間から除外可能。
ただし、除外後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時刻ま
での時間の１／２以上とすること。
また、フェリー乗船時間が９時間を超える場合、フェリー下船から
次の勤務が開始されること。
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改善基準告示改正について

改正改善基準告示

◇その他
（１）適用除外業務
・災害対策基本法及び大規模地震特別措置法に基づき、都道府県公安委員会から緊急
通行車両であることの確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務

・人命又は公益を保護するために法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請等に基
づき行う運転の業務

・消防法等に基づく危険物の運搬の業務

（２）休日の取り扱い
休息期間に２４時間を加算した連続した時間であり、３０時間以

上とすること。
したがって、通常運転で継続３３時間（９時間＋２４時間）、
隔日勤務で継続４４時間（２０時間＋２４時間）となる。
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改善基準告示改正について

発着荷主等の取り組み
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御清聴ありがとうございました。

今回の説明内容を含め、御質問・不明点等があれば

留萌労働基準監督署 監督・安衛課（ＴＥＬ 0164－42－0463）

までお問い合わせください。


